
平成27年一宮市規則第２５号 

一宮市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号。以下

「法」という。）、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成７年政令第429号)

及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成７年建設省令第28号。以下「省

令」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に関する報告） 

第２条 法第13条第１項の規定により報告を求められた要安全確認計画記載建築物の所有

者は、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に関する報告書により市長に報

告しなければならない。 

（特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に関する報告） 

第３条 法第15条第４項の規定により報告を求められた特定既存耐震不適格建築物の所有

者は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に関する報告書により市長に報

告しなければならない。 

（計画の認定申請書に添える図書等） 

第４条 法第17条第１項の申請をしようとする者は、省令第28条第１項又は第２項の申請

書に、同条第１項から第７項まで、第９項及び第10項並びに次項に定めるもののほか、

次に掲げる図書及び書類を添えなければならない。ただし、第１号に掲げる図書にあっ

ては、同条第２項に規定する申請をする場合に限る。 

(1) 省令第28条第１項の表の(い)項に掲げる付近見取図及び配置図 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 省令第28条第２項の規則で定める書類は、当該建築物の耐震改修の計画が法第17条第

３項第１号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認め

た者が証する書類とする。 

３ 省令第28条第２項に規定する申請をする場合において、同項の申請書に前項に規定す

る書類を添えたときは、同条第２項に規定する構造計算書を添えることを要しない。 

（計画の変更認定申請書に添える図書等） 

第５条 法第18条第１項の認定を受けようとする認定事業者は、変更認定申請書の正本及

び副本に、それぞれ、当該変更に係る部分について変更前及び変更後の内容を明示した

省令第28条第１項から第７項まで、第９項及び第10項並びに前条第１項各号及び第２項

に規定する図書及び書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（計画の変更認定の通知） 

第６条 市長は、法第18条第１項の規定により認定をしたときは、変更認定通知書に前条

の変更認定申請書の副本を添えて当該認定に係る申請をした認定事業者に通知するもの

とする。 

（計画認定建築物の耐震改修に関する報告） 

第７条 法第19条の規定により報告を求められた認定事業者は、計画認定建築物の耐震改

修状況報告書により市長に報告しなければならない。 

（建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書に添える図書等） 



第８条 法第22条第１項の申請をしようとする者は、省令第33条第１項又は第２項の申請

書に、同条第１項及び第２項並びに次項に定めるもののほか、次に掲げる図書及び書類

を添えなければならない。ただし、第１号に掲げる図書にあっては、同条第１項の規定

に基づき同項第１号に掲げる図書を添付した場合には、当該図書を添えることを要しな

い。 

(1) 省令第33条第１項第１号の表に掲げる付近見取図及び配置図 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 省令第33条第２項第１号の規則で定める書類は、当該建築物が法第22条第２項の国土

交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類

とする。 

３ 省令第33条第２項第１号に規定する申請書に前項に規定する書類を添えたときは、同

号に規定する構造計算書を添えることを要しない。 

（基準適合認定建築物の地震に対する安全性に関する報告） 

第９条 法第24条第１項の規定により報告を求められた法第22条第２項の認定を受けた者

は、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に関する報告書により市長に報告しなけ

ればならない。 

（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書に添える図書等） 

第10条 法第25条第１項の申請をしようとする者は、省令第37条第１項の申請書に、同項

及び次項に定めるもののほか、次に掲げる図書及び書類を添えなければならない。 

(1) 省令第33条第１項第１号の表に掲げる付近見取図及び配置図 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 省令第37条第１項第３号の規則で定める書類は、当該区分所有建築物が法第25条第２

項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が

証する書類とする。 

３ 省令第37条第１項に規定する申請書に前項に規定する書類を添えたときは、同条第１

項第２号に規定する構造計算書を添えることを要しない。 

（要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に関する報告） 

第11条 法第27条第４項の規定により報告を求められた要耐震改修認定建築物の区分所有

者は、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に関する報告書により市長に報告し

なければならない。 

第12条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式は、市長

が別に定める。 

(1) 要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に関する報告書 

(2) 特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に関する報告書 

(3) 変更認定申請書 

(4) 変更認定通知書 

(5) 計画認定建築物の耐震改修状況報告書 

(6) 基準適合認定建築物の地震に対する安全性に関する報告書 

(7) 要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に関する報告書 



付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

（要緊急安全確認大規模建築物の地震に対する安全性に関する報告） 

２ 法附則第３条第３項において準用する法第13条第１項の規定により報告を求められた

要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、要緊急安全確認大規模建築物の地震に対する

安全性に関する報告書により市長に報告しなければならない。 

３ 前項の要緊急安全確認大規模建築物の地震に対する安全性に関する報告書の様式は、

市長が別に定める。 


